








（1992）年に窒素酸化物排出係数を改訂し、

規制を強化しました。

（イ) 炭化水素系物質の規制

貯蔵タンク等から炭化水素系物質の漏出を

防止するため、一定規模以上の貯蔵施設（原

油、揮発油、ナフサ等の貯蔵能力が5,000;

以上の貯蔵施設等）について、構造・使用管

理基準を設け、規制を行っています。

エ 緊急時の措置

大気汚染防止法に基づき、硫黄酸化物、浮遊

粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダン

ト（第１章－第３節－１－５光化学スモッグ対

策の推進を参照）について、緊急時における措

置を講じています。平成15（2003）年度は、

硫黄酸化物、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素に

ついては、予報等の発令による緊急時の措置は

ありませんでした。

オ 立入検査（四日市市管轄分を除く）

平成15（2003）年度は、延べ284工場・事業

場に立入検査を行い、ばいじん、窒素酸化物等

の延べ72項目について、排出ガス検査を実施

しました。その結果、２項目（２工場）が排出

基準に不適合であったため、改善を指導しまし

た。

1－4 自動車交通公害対策の推進
) 現状

近年、産業経済の発展や都市化の進展を背景と

して大型車やディーゼル自動車等の交通量が増加

し、都市部や主要幹線道路沿道においては、窒素

酸化物や粒子状物質による大気汚染が顕在化して

います。

県内６ヶ所の自排局の平成15（2003）年度の

二酸化窒素の濃度（年平均値）は、全ての局で環

境保全目標（年平均値0.020ppm）を超過してお

り、県内の一般環境測定局に比べ高い状況となっ

ています。特に納屋測定局（国道23号、四日市市）

は、環境基準を達成しておらず、98％値で

0.069ppm（環境基準0.06ppm）となっています。

* 自動車NOx・PM法（自動車から排出される窒

素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法）

ア 背景

都市地域における窒素酸化物による大気汚染

については、自動車NOx法（自動車から排出さ

れる窒素酸化物の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法）（平成４（1992）年）

に基づき、特別の排出基準を定めた規制（車種

規制）を初めとする施策を実施してきましたが、

自動車交通量の増大などにより、環境基準を達

成するには至っていません。

一方、近年ディーゼル自動車から排出される

粒子状物質（PM）について、発がん性のおそ

れを含む国民の健康への悪影響が懸念されてお

り、窒素酸化物とともに自動車交通に起因する

粒子状物質の削減を図る施策を新たに講ずるこ

とが強く求められています。

イ 法律の概要

平成13（2001）年の通常国会に自動車NOx

法の改正法案が提出され、同年６月に自動車

NOx・PM法が成立しました。その内容は次の

とおりです。

・対象物質に粒子状物質を追加

・対策地域の拡大

愛知県の61市町村とともに、三重県の北勢

地域の８市町（四日市市、桑名市、鈴鹿市、長

島町、木曽岬町、楠町、朝日町、川越町）を追

加

・粒子状物質について車種規制を導入

・窒素酸化物について車種規制の強化

・一定規模以上（30台以上保有）の事業者に

対する自動車使用管理計画の作成、都府県知事

等への届出の義務づけ

ウ 車種規制

・排出規制

ガソリン車への代替が可能な乗用車及びトラ

ック・バス（車両総重量3.5ｔ以下）について

は、ガソリン車並の排出基準。

ガソリン車への代替が可能でないトラック・

バス（車両総重量3.5ｔ超）については、最新

のディーゼル車並の排出基準。

・経過措置

次に示すように、車種ごとに猶予期間を設定

しています。加えて、法の施行により短期集中

的に多数の自動車の買替えが必要となることか

ら、さらに１～３年の準備期間が置かれていま

す。
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・総合的な駐車対策の推進

・高度交通管制システムや道路交通情報通

信システム等の整備、ノンストップ自動

料金支払いシステム（ＥＴＣ）の整備等、

交通管制システムの整備等による交通流

の円滑化

ｆ．その他

・アイドリング・ストップ運動の推進

・グリーン配送等の推進

+ 交通の円滑化対策の推進

ア 交通情報提供システム（ＡＭＩＳ）の整備

中勢・南勢地域の主要幹線道路を中心に情報

収集提供装置33基を整備しました。

イ 交通管制システムの拡充整備

国道１号（亀山市～関町）及び伊勢市内の信

号機11基を集中制御化し、交通の円滑化を図

りました。

ウ 信号機の高度化改良とLED式信号灯器の整備

幹線道路における交通の円滑を図るため、信

号機の系統化（５基）、多現示化（32基）、閑

散時半感応化（５基）、右折感応化（15基）等

の信号機の高度化改良を行うとともに、主要交

差点（約120箇所）において、ＬＥＤ式信号灯

器（約800灯）の整備を進めることにより交差

点付近での交通事故防止及び消費電力の削減を

図りました。

1－5 光化学スモッグ対策の推進
) 光化学スモッグの緊急時の措置現状

県内14地域、32関係市町村を発令地域とし、

緊急時の措置を要請する対象地域としています。

測定されたオキシダント濃度が発令基準に達した

場合、その発令地域ごとに緊急時の措置の区分

（予報、注意報、警報、重大警報の４種類）に応

じ、協力工場への措置を要請します。

平成15（2003）年度の光化学スモッグの発令

状況は、６月５日から９月２日までに５日間延べ

７地域に予報を発令し、注意報の発令はありませ

んでした。

なお、光化学スモッグによる被害届出はありま

せんでした。

* 北勢地域光化学大気汚染予測システム

光化学スモッグ注意報発令時において緊急時の

措置が速やかに実施されるよう、注意報発令に先

立ち、当日早朝に各種汚染物質濃度や気象データ

から計算した予測情報を各関係機間に提供してい

ます。

ア 対象地域

桑名地域、大安地域、四日市地域及び鈴鹿地

域の４地域としています。

イ 予測情報の内容

４地域別に、「高濃度となりやすいでしょう。」、

「高濃度とならないでしょう。」の２段階で予測

しています。「高濃度」とはオキシダント濃度

の日最高値が0.120ppm以上となる場合をいい

ます。

1－6 化学物質対策の推進
有害大気汚染物質は、発がん性等人の健康に有

害な影響を及ぼすおそれのある物質といわれてお

り、平成８（1996）年に大気汚染防止法が改正

され、地方公共団体の施策として、大気環境調査、

事業者の排出抑制の責務等が規定されました。平

成９（1997）年には、有害大気汚染物質のうち、

健康リスクが高いと評価される物質であるベンゼ

ン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレ

ンの大気環境基準が設定されました。さらに、平

成13（2001）年４月には、ジクロロメタンの環

境基準が設定されました。

（平成15（2003）年度の大気環境調査の結果は、

資料編２－16参照）

1－7 地球温暖化対策の推進
) 地球温暖化問題の経緯

地球温暖化とは、人間の社会経済活動に伴い、

大気中の二酸化炭素（CO２）などの「温室効果ガ

ス」が増加し、地球の平均気温が上昇することを

言います。最新の研究成果によると、温室効果ガ

スの排出がこのまま続くと2100年には平均気温

は最高5.8℃上昇、海面水位は最高88㎝上昇する

と予測されています。

地球温暖化を防止するため、国際的な取組が進

められており、1988（昭和63）年に政府間の公

式の場として「気候変動に関する政府間パネル」

（IPCC）が設置されました。さらに1992（平成４）

年５月に地球温暖化防止の枠組みとなる条約「気

候変動に関する国際連合枠組条約」が採択されま

した。

同条約に基づき毎年締約国会議が開催され、特

に、1997（平成９）年に京都で開催された第３

回締約国会議（COP3）では、先進各国の温室効

果ガスの削減目標を取り決めた「京都議定書」が
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（2001）年４月から施行されています。

イ 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実

施の確保に関する法律（フロン回収破壊法）

業務用冷凍空調機器及びカーエアコンからフ

ロンを放出することを禁止し、機器が廃棄され

る際にフロン回収等を義務づけたフロン回収破

壊法が平成13（2001）年６月に制定され、平

成14（2002）年４月に第１種特定製品部分が

本格施行、同年10月に第２種特定製品部分が

本格施行されました。

ウ フロン回収破壊法に基づく回収業者の登録

フロン回収破壊法では、業務用冷凍空調機器

からフロンを回収する業者（第１種フロン類回

収業者）、カーエアコン（使用済み自動車）を

引き取る業者（第２種特定製品引取業者）、及

びカーエアコンからフロンを回収する業者（第

２種フロン類回収業者）は、都道府県知事の登

録が必要です。また、回収したフロンを破壊す

る業者（フロン破壊業者）は、主務大臣（経済

産業大臣、環境大臣）の許可が必要です。

第１種フロン類回収業者登録 553件

第２種特定製品引取業者登録 678件

第２種フロン類回収業者登録 467件

（平成16年４月１日現在）
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三重県地球温暖化対策計画作成指針

第１ 趣旨

気候変動に関する国際連合枠組条約に基づき、1997年12月に京都で開催された第３回締約国会議（COP３）にお

いて、「京都議定書」が採択され、我が国は温室効果ガスの総排出量を2008年から2012年の間に1990年比６％削

減する目標が定められた。

これを踏まえ、1999年４月に地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下「法」という。）

が施行され、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務に関する基本的事項を定めることにより、取組の推進が

図られているところである。

本県では、全ての県民の参加によって地球温暖化対策に取り組むため、2000年３月に三重県地球温暖化対策推

進計画（チャレンジ６）を策定し、産業部門、運輸部門及び民生部門等から排出される温室効果ガスの県内総排

出量を2010年までに1990年比６％削減することを目標としている。しかし、1990年以降、県内の温室効果ガスの

排出量は増加し、特に県内の二酸化炭素排出量の約６割を占める産業部門の自主的な取組の促進が重要となって

いる。

このような状況から、2001年３月に改正した三重県生活環境の保全に関する条例（平成13年三重県条例７号。

以下「条例」という。）において、一定規模以上の工場等を設置する者を対象として「地球温暖化対策計画書」の

作成等を規定したところである。

本指針は、条例９条の規定に基づく地球温暖対策計画書の作成等を行う場合に必要な基本的事項を定めるもの

である。

第２ 定義

１ 本指針において「温室効果ガス」とは、法第２条第３項に規定する物質をいう。

２ 本指針において「事業者」とは、三重県生活環境の保全に関する条例施行規則（平成13年三重県規則第39号。

以下「規則」という。）第９条に規定する工場等（エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49

号）第６条第３項に規定される第１種エネルギー管理指定工場）を設置する者をいう。

３ 本指針において「温室効果ガスの排出」とは、法第２条第４項に規定することをいう。

４ 本指針において「温室効果ガスの総排出量」とは、法第２条第５項に規定するものをいう。

５ 本指針において「基準年度」とは、規則第10条第１項第３号に規定する温室効果ガスの総排出量の目標を定

めるにあたって基準となる年度をいう。

第３ 地球温暖化対策計画書の作成及び公表

１ 策定の時期等

) 地球温暖化対策計画書の策定は、条例の施行の日（平成13年10月１日）から２年以内とする。ただし、条例

の施行の日以後に規則第９条で定める工場等に指定された場合は、その日から起算して２年以内に作成する

ものとする。また、計画に変更が生じた場合は、その都度見直しが出来るものとする。
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* 知事は、提出のあった地球温暖化対策計画書を規則第10条第２項の規定に基づき公表するとともに、事業

者は、地球温暖化対策計画書を事業所に備え置き、閲覧の求めに応じるよう努めるものとする。

２ 構成

地球温暖化対策計画書の構成は、次によるものとする。

) 事業の概要

* 計画の期間

+ 計画の基本的な方向

, 温室効果ガスの排出の状況

- 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標

. 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置及び目標並びに具体的な取組

/ 地球温暖化対策計画の推進並びに実施状況の点検及び評価に関する方法等

３ 計画内容に関する事項

) 事業の概要

業種、主要生産品、従業員数、ＩＳＯ14001取得の有無等を記載し、工場位置図を添付するものとする。

* 計画の期間

2004年度を目標とする期間とし、計画期間終了後は３年ごとを期間とする新たな計画書を作成するもの

とする。

+ 計画の基本的な方向

地球温暖化対策計画に対する事業者の長期的な取組方針を記載するものとする。

, 温室効果ガスの排出の状況

ア 1990年度、基準年度及び排出量算定の可能な直近年度の温室効果ガスの総排出量を記載するものとする。

なお、1990年度総排出量が実測値から算定不可能な場合は、推計により算出するものとする。

また、温室効果ガスの総排出量は、各温室効果ガスごとの排出量並びにそれらの合計を記載するものと

する。

イ 温室効果ガスの排出量は、原則として地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年政令第143号）

第３条に基づき算定するものとする。

- 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標

基準年度の温室効果ガスの総排出量を基準として、削減目標を定めるものとする。なお、原単位等によ

る削減目標を定める場合は、併せて目標年度における温室効果ガス総排出量見込みを記載するものとし、

可能な限り、2010年度の温室効果ガス排出量見込みを記載するものとする。

また、温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標は、各温室効果ガス毎の排出削減量及びそれらの

合計を記載するものとする。

. 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置及び目標並びに具体的な取組

ア 上記-の数量的な目標を達成するために重点的に取り組む措置と、その措置に関する数値目標を定める

ものとする。ただし、数値として表せない場合は、定性的な目標を定めるとする。

イ また、具体的な取組は、上記アにおける目標を達成するための具体的な取組項目を記載するものとする。

/ 地球温暖化対策計画の推進並びに実施状況の点検及び評価に関する方法等

計画に基づく取組の推進体制、毎年の実施状況の点検及び評価の方法、計画の実効性の確保を図るため

の従業員等に対する研修、情報提供等を記載するものとする。

なお、毎年の実施状況の点検及び評価は、温室効果ガスの総排出量及び各温室効果ガス毎の排出量を算

出し行うものとする。

第４ 地球温暖化対策計画書の進行管理

第３、３、（７）により行った実施状況の点検及び評価の結果について、知事が必要と判断した場合に、県は事

業者に報告を求めることができるものとする。

第５ 書類の提出

１ 地球温暖化対策計画書の提出先は、当該工場の所在する市町村を管轄する県民局生活環境部とする。

２ 上記１により提出する書類の部数は２部とする。
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